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１　はじめに

　昨今の私達公務員を取り巻く環境は、声高に叫ば

れるように大きく変化している。地方分権の進展に

よる自治体の自主性の高まり、社会情勢の変化に伴

う住民ニーズの多様化・複雑化等により、職員に求

められる能力や職員にのしかかる負担は今後ますま

す増大していくことが想定される。また、公務員の

定員純減や人件費削減により、人員がますます減り

行く中で、これまで以上のパフォーマンスを発揮す

るためには、職員１人１人の能力向上は必須であり、

当市を始め多くの自治体において、人材育成は喫緊

の課題となり、制度構築及び手法の検討が重ねられ

ているところである。

　しかし、「馬を水場へ連れて行くことはできても、

水を飲ますことはできない」という海外の諺にもあ

るとおり、どんなに素晴らしい人材育成制度（シス

テム）や手法を提供したとしても、それらの対象と

なる職員自身に、能力向上を自発的に目指す姿勢、

つまり「やる気」がなければ、大きな成果を得るこ

とはできない。

　この「やる気」は、当市を始め多くの自治体の人

材育成基本方針の中において「自己啓発」という言

葉で表現され、人材育成において最も重要かつ基本

的要素であると定義されている。すなわち、いかに

「やる気」にさせるのか？ということが人材育成の

実現への第一歩であり成果を得る最短の近道とも言

える。

　また、「やる気」を呼び起こすものは、好奇心等

による内発的なものや、金銭や地位などの外発的な

ものなど多種多様に存在する。そのため組織として

すべきことは、多くの「きっかけ・仕掛け」作りを

行い、様々な手法・場面において「やる気」を呼び

起こし続けることなのである。

　そこで本稿においては、この「やる気」を呼び起

こす「きっかけ・仕掛け」作りの方法について検討

を進めることとする。

　なお、まだまだ精査しきれていない部分があるこ

とをお許しいただくとともに、お気づきの点があれ

ば是非ご指摘いただきたい。

２　キャリアデザインによる能動型人事

　先進的な取組を行っている自治体以外の、当市を

始めとした多くの団体においては、これまで職員自

身の意思による人事に対するアクションは、昇任試

験へのエントリー、異動希望調書等に限られており、

自らキャリア（職歴）を選択する機会は少なかった。

　人事異動の発令に伴い、新たな職務経験を重ねる

が、それは 「点」としてのキャリアであり、組織も

職員自身も、これまでのキャリア、現在のキャリア、

そして今後のキャリアを繋げ「線」（ライン）とし

て捉えることは少なかった。

　また、想定外のタイミング・職場への異動が発令

されるなど、組織と職員との間でキャリアに対して

の考えに不一致が生じ、組織として計画的な能力開

発や職員に対し「線」としての意識付けを行っては

こなかった。それゆえ、多くの職員は、自身のキャ

リアを具体的にデザイン（設計）することはなく、

異動を重ねるうちに結果として自分の職歴を企画畑

や土木畑などの漠然とした分野として意識する程度

「やる気」を醸成する能動型人事への転換
～キャリアデザインによる主体性の確保～
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であった。

　このようにこれまでキャリア形成に関しては、人

事担当課主導のもとに進められており、そこに職員

自身の意思が入りこむ余地は少なく、言うなれば自

身のキャリア形成に対して受身の姿勢でしかなかっ

た。

　しかし、人生において職務に割く時間は膨大であ

る。あるドラマで「仕事が面白きゃ、人生の半分以

上の時間は楽しいんだぜ」という台詞があったが、

まさにこの多くの時間を割く職務について、他人任

せで充分な職務満足を得られるだろうか？

　筆者は、キャリアについて自身で意思決定し、選

択しながら自己実現していくことは、職務に携わっ

ている時間の充実感を味わうこととなり、職務に対

しての主体性を生みだし、「やる気」を醸成するこ

とに繋がると考える。

　そこで、このキャリアについて自らが意思決定し、

選択しながら自己実現に繋げていくことを、ここで

はキャリアデザイン（以下「ＣＤ」と言う。）と定義し、

ＣＤの実現に向け、職員が主体的に人事に係わる「能

動型人事」の導入を提起し、「やる気」に満ちた人

材を育てることで、公務能率が向上することを目指

したい。

　以下、そのための具体的な「きっかけ・仕掛け」

作りの１つの手法を提案する。

３　「きっかけ・仕掛け」作り

（１）30代までのジョブロ－テーション

①　目的

　ＣＤを描くためには、ある程度の実務経験を積み、

自分の中でキャリアについての選択肢を増やし、そ

の中から最も適したものを自身でチョイスして描く

ことが必要である。

　そのため、入職～ 35歳程度までは、行政に携わ

る者としての視野拡大と行政実務経験の蓄積を目的

としたジョブローテーションを行うこととする。

②　内容

　ローテーションは、入職から３年×４部署＝12

年をかけ行う。行政の担うべき様々な役割を垣間見

るとともに、直接肌で感じ、体験することに重点を

置く。同時に早いペースでの異動を実践することに

より、多くの職員と机を並べる機会を設けることで、

人脈形成もさることながら、多数の先輩職員の行動

から多くを学び取り、今後のキャリア形成に幅を持

たせることを可能とさせる。そのため、一般行政職

のローテーションについては、事業部門（窓口業務

を含む）⇔企画部門、本庁舎⇔出先機関等幅広い経

験が可能なように設定することで、自身の活かし方

の可能性を探るほか、多角的に業務を見ることで

キャリアについての客観的な判断を促すものである。

③　留意点等

　昨今の厳しい採用試験を潜り抜けてきた新卒の新

入職員や中途入職者は、既に高い業務遂行能力を有

している場合もあるが、同ローテーションは、視野

拡大と行政実務経験の蓄積を目的としていることか

ら、４部署については原則回りきることとする。当

該職員の習熟度が高い場合や中途入職者は通常スパ

ンの３年を更に短い期間で異動することは可能とし、

概ね35歳までにローテーションを終えられるよう

に設定を行う。

　この35歳という年齢設定は、当市の場合、主査

級昇任試験受験資格年齢が最短で36歳になること

から、それまでの間に実務経験を積み、ＣＤについ

て方向付けていることを昇任の要件として組み入れ、

ＣＤの実効性の確保を図り、制度定着を目指すもの

である。

　主査昇任要件としてのＣＤについては、完全なも

のまでは求めず、自身がこれからどのようなキャリ

アビジョン（職歴に対する展望）を持っているのか

程度で良いと考える。更に副課長級試験や課長級試

験の場合には確固たるキャリアビジョンを有してい

ることを昇任要件として組み入れる。

　キャリアビジョンを昇任要件として組み入れるの
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は、自己理解を深め、自身の活かし方を考えさせる

契機となるため、設定したが、客観性の確保や当該

ＣＤの妥当性を検討する必要があり、ＣＤの方向性

などを視認できるＣＤシート等の提出を義務付ける

などの工夫が必要となる。

（２）異動期間の明確化

①　目的

　ＣＤの実現を図る上で、異動は大きな転機となり

得る。現状異動期間については、ある程度の目安は

定められているものの、自分がいつ異動になるか

は、不明瞭である。ＣＤを行うにも、異動のタイミ

ングが不明瞭では異動後のデザインはおろか、現所

属にいる間の行動計画やモチベーションの維持も困

難である。そこで異動先の在籍期間を異動時に決定

し、いつまでに何をするために異動したのか？何を

求められて異動したのか？等の異動目的をはっきり

職員本人に認識させ、組織と職員自身とで、異動先

でのキャリアプラン（異動先の在籍期間内の成長計

画）を立て、それに基づいた自立的行動を促すこと

を目的としている。

②　内容

　職員は、在籍期間内においての年次ごとに担うべ

き業務、役割を所属長やリーダーを交え予め設定す

るとともに、能力開発上期待される点、伸ばしたい

能力を明確にし、キャリアプランを立てる。これは、

目標管理手法の期初面談に相当する内容を中長期的

観点から行うものである。

　キャリアプランはそのまま遂行されることが望ま

しいが、次年度の異動職員の力量や突発的業務発生、

職員自身の成長度合い等によりキャリアプランは変

更になることが予想される。そのため、毎年の業務

分担決定などとともに、その都度プランを見直して

いく必要性がある。

　また、想定外の事態等により在籍年数が短くなる

場合には、当該職員の同意を得ることを要件とし、

逆に長くなる場合についても、同意を得た上で異動

期間を再設定し、延長する。再設定の場合について

は、１年～４年程度で設定することとし、延長の場

合でも無計画に延長するのではなく、必要に応じた

延長を行う。

　所属長は課員のプランと現状を見合わせ調整して

いくことが必要となるため、これまで以上のマネジ

メント能力が必要となる。マネジメント能力を充分

に発揮した場合には、計画的後進育成や事務の継承

などにより、人員交代による業務遂行能力の低下を

回避可能とすることができる。計画的な課内での

ジョブローテーションにより、部下に業務の繋がり

を理解させ、多面的に業務を把握させることでより

効率的な課の運営が可能となり、組織マネジメント

にとっても充分な効果を発揮するものと考える。

③　留意点等

　異動期間を明確にし、職員にその間の役割や目標

を明確に意識させることにより、職務に対する動機

付けを行うことが、所属長の重要な役割となる。実

際には、ＣＤにそぐわない異動や配置をされること

もあり得るため、必要に応じ重要な役割やチャレン

ジングな業務を当該職員に担わせるなどの方策で対

応することが望まれる。

　また、異動期間を提示することにより、期間終了

間際の向上心の低下等の懸念もあるが、キャリアプ

ランの中で最終年度までの目標を明確に設定するこ

とで回避可能と考える。

（３）40代からの複線型ローテーション

①　目的

　組織の中心戦力となり得る40代以降は、充分な

能力発揮が組織的にも期待されるところである。し

かしながらその能力の活用方法は、人材育成の意識

が希薄なこと及び職員の能力、適正の把握が充分に

なされていない等のため、これまで制度として充分

には形成されておらず、計画的な管理運用はされ

てこなかった。そこで、40代で自身のＣＤを固め、

能力発揮のガイドラインとして複線型ローテーショ

ンを用意する。

　この複線型ローテーションは、職員によるＣＤの
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設計、管理を容易にする目的もあるが、当該職員の

ＣＤに基づくローテーションを行うことで各人の意

思と適性に応じた能力発揮を可能にさせ、それによ

る職務満足の向上及び計画的な人的管理を目的とす

るものである。

②　内容

　複線型ローテーションとは、後に示すラインを

ベースに自身の方向性を選択し、当該ラインに沿っ

た異動や昇任をその後繰り返すことにより、自身の

能力発揮を方向付け、組織として充分に活用してい

くものである。

　同時に、ＣＤにおける当該異動のねらい（意義）

を職員へ伝え、理解させる必要がある。これにより

異動の目的が明確になり自主的行動を可能にさせる

と考える。逆に言えば、ＣＤ設定後は、職員が能力

開発において何らかの意義を見出せる異動を行うこ

とが望ましい。

○複線型ローテーションの基本区分（一般職）

Ⅰ　スペシャリストライン（分野固定型）

Ⅱ　エキスパートライン（能力特化型）

Ⅲ　ゼネラリストライン（万能タイプ型）

Ⅳ　マネージャーライン（統括・マネジメント型）

③　留意点等

　ＣＤ自体、自身の環境や新たな発見などにより変

更となることや、定期的にＣＤを見直し、自身を省

みる意味からも、ライン選択は定期的に見直し又は

再確認することが必要である。

　自身のライン選択はどのように自分を活かしてい

くのかを方向付けるものであるため、遅くとも45

歳までにはライン選択を求めるようにし、ＣＤ研修

を階層別研修に組み入れることや、設計に対しての

具体的アドバイスを行える専門的職員を育成しＣＤ

構築に対するカウンセリング制度等を設けるなど、

支援体制の充実を図り組織としてサポートを行う。

　ＣＤ未確定者については、「エキストラライン」

と整理し、異動に対して主導権を有しないこととす

るが、カウンセリングやサポートにより方向付けを

支援し、能動的にライン選択が行えるよう指導して

いくこととなる。

　また、あえてライン以外の異動を行う「勉強期間」

を設定する。これは、１つのラインに固執した場合、

視野が狭くなり、新たな刺激を得る機会が乏しくな

ることや、当該ラインによるキャリアを客観的視点

から見る機会を与えるためである。

　運用時において留意すべきは、これは選抜を行う

定義 特定分野に携わる事項に精通し、事務事業
の中心になることを目指すライン

基本スパン ６年～ 長めの設定による能力発揮を期待 
（勉強期間にあっては、１～３年）

考え方

自身で専門コースを設定しその範囲で異動
をするが、経験の幅を広げるため、他分野
への勉強期間を経験する。 本人の特性や
キャリアによっては、ローテーション継続
による１０年を超える所属も可能とする。

・スペシャリストラインコース例
福祉コース・税コース・まちづくりコース・教育コース・
ケースワーカーコース等
　本人の特性により様々なコース設定が可能であるが、
異動範囲を確保するため、ある程度の分野に幅を持たせ
る必要がある。

定義
業務遂行能力に特化したライン
例：法制執務・ＩＴ・文書作成・窓口対応・
折衝等

基本スパン １年～ 当該能力を必要とされる期間が基準

考え方
当該能力の発揮できる場所を中心に異動を
行う。各課の人的要望を把握し（庁内求人）、
必要とされる場所・期間で異動を行う。

定義 行政全般にわたって幅広い知識を有し能力
を発揮するライン

基本スパン ３年～６年 在籍の目的により設定

考え方
分野・業務にこだわらず異動を行う。異動
は本人のＣＤを基に行うが、当該異動目的
が中長期的に立証されていることが必要。

定義

管理職として組織統括を担当することを目
指すライン（概ね45～ 50歳程度から選択） 
※上記Ⅰ～Ⅲのライン選択を行った後に選
択可能なライン

基本スパン ３年～ 年齢が上がるにつれ、スパンの伸び
ることが能力発揮に望ましい。

考え方

職層が上がるにつれ、様々な行政経験が必
要なため、分野に固執はしないが、年齢が
上がるにつれ、ある程度の所属分類の方向
性（畑）を付けての異動となる。 逆に昇任
直後には、過去に経験のある分野への異動
を行うことが当該職員への負担を考慮する
と望ましい。
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ものではない点である。ライン選択は、職員を能力

により振り分けるものではなく、職員が自身の活か

し方を方向付けるものである。もちろん当該職員の

能力や向き不向きがあることも考えられるが、職員

自身が納得の上、ライン選択を実施することが主体

性確保の観点からも重要である。（組織的需要によ

り当該職員を誘導することはあり得る。）

　また、ライン選択は職務に「ここまでしかやらな

い」という枠を設けるものではなく、「ここは負け

ない」という得意分野設定であり、ライン幅を広げ

る向上心を忘れさせてはならない。

　同時に、将来までのキャリアをデザインしている

ため、それに対応した職制や組織体制を用意する必

要が生じる。特に特定分野に特化したスペシャリス

トについては、統括や計画・施策策定などのその職

責を明確にし、管理監督者とは別に上位の職までの

任用を行える準備が必要である。

（４）人事評価結果を利用した能力実証及びＦＡ制度

①　目的

　ＣＤの実践には、可能な限り職員の希望通りに異

動させ、職務に従事させることが望ましい。しかし

当該職員に、その能力が、期待又は保持されていな

ければ組織としてその異動は成功とは言えない。

　そこですでに国家公務員法においては、人事管理

の基礎として位置付けられている人事評価の結果を

基に、保有能力の実証を行い、評価結果のインセン

ティブとして希望通りの異動を行う「ＦＡ制度」を

用意する。

　これは、現在の職務に対しての動機付けを行うと

ともに、職員の現在の努力を充分に評価し報いるこ

とができる体制の整備を目的とするものである。

②　内容

　人事評価結果は、自身の適性や不足能力などを測

る良い指標となるものであり、定期的に自身を客観

的指標によって確認可能なことから業務上の健康診

断とも言えるものである。

　そのため、ＣＤの決定時や見直し時期に自身を見

つめ直し今後の改善を検討する資料として利用する。

　また、人事評価における能力評価項目と各ライン

の職ごとの必要能力項目とをリンクさせ、職員本人

にもライン適性や強み弱みの発見が可能なように調

整をする必要がある。

　また、ＦＡ制度として、評価結果が高い者で、異

動スパンが終了する者については、異動先を自由に

選択することを可能とさせる。対象者は、自身で異

動希望先の部局長及び所属長に異動希望の申立を行

い、当該所属においてその需要が満たされれば異動

が実施されることとなる。

　ＦＡ制度の行使基準は、成績の伸び率を基に考え

る。伸び率とはこれまでとの成績比、これまでの弱

点克服度合い又は長所の強化に成功したことを指し、

過去よりも着実に伸びていることが明らかな者に対

して、ＣＤを優先的に実現させることで、「やる気」

を引き出し、更なる成長を促すものである。

　また、人事評価結果が良好な者(ハイパフォー

マー )については、賞与や昇給、昇任などの金銭や

地位報酬で報いる。これは、結果良好者は既に高い

業務遂行能力が実証されていることから、「やる気」

醸成よりも地位や金銭面でのインセンティブを付与

することで職務に対する動機付けが充分可能であり、

昇任により高いポストに登用することは組織側に

とっても必然であるからである。

③　留意点等

　異動希望を受けた所属長は、当該職員が仮に異動

してきた場合の職務内容などのキャリアプランを提

示し、本人に異動後の職務について充分に理解させ

た上で、異動決定することが必要である。このキャ

リアプランを不明瞭なままでＦＡ制度を行使するこ

とは、当該異動の目的が達成されず、ＦＡ制度の利

点が活かされないため避けるべきである。

　人事担当課としては、原課の求人状態を的確に把

握し、職員と求人とのマッチングを図るよう努める

こととし、斡旋することで組織ニーズと職員ニーズ

の両者を満たすことが求められる。
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　消極的なタイプの職員には活用が難しい面もある

が、能動型人事は、公務能率の向上を図るために、

主体的人事行動による職員の「やる気」の醸成を目

指しているため、人事担当課等は充分にフォロー体

制を準備し対応することが必要である。

４　能動型人事の導入に向けて

　能動型人事は、「きっかけ・仕掛け」を単体では

なく、他の制度と複合的に運用していくことが求め

られる。特にＣＤの考えを導入するため、当該デザ

インが実現するように総合的なシステム作りを行い、

互いに補完し効果を高めることが必要である。

　また、能動型人事は人材育成の一環として位置づ

けられるものである。そのため、他の人事制度（昇

任試験や異動希望調書等）との連動はもちろん、研

修体制や目標管理・ＯＪＴなどの職場環境整備とも

充分に連動すべきである。

　研修体制については、ＣＤにより各職員の研修

ニーズは今まで以上に多様化するため、ニーズに応

じた研修が自由に受講可能なように、情報提供及び

研修参加費用等の金銭面での補助を行える体制改善

が必要である。職場環境においては、部下の能力を

引き出し、牽引していく強いリーダーシップの発揮

やそのリーダーの育成が求められ、目標管理・ＯＪ

Ｔの活用等能力向上体制を整備するなど、能動型人

事の効果を更に高めていく工夫が必要となる。

　また、制度導入を円滑に行うには、制度導入のメ

リットを早期に実感させる必要がある。新しい制度

は職員にとって少なからず負担感が増すものである。

そのため早期にメリットを実感させ制度に対し肯定

的な姿勢を早々に作り出すことも成功への重要な要

件である。

５　おわりに

　ここまでＣＤを中心に能動型人事への転換のため

の「きっかけ・仕掛け」作りについて論じてきたが、

「やる気」の醸成には、職員本人の能動姿勢以外に

外発的な働きかけも重要となる。特に職員自身に使

命感・責任を与えることで強く「やる気」は刺激さ

れる。管理する立場にある者は、巧みに部下の「や

る気」をコントロールする能力が求められ、今後そ

の能力の重要性は今以上に高まるであろう。

　また、職員自身も、無尽蔵に個々のＣＤが優先さ

れ成就するわけではなく、組織からの要望により、

would（やりたいこと）よりもshould（やるべきこと）

が優先されることがあることを理解しなければなら

ない。

　そこで求められるのは、仕事に対して「自分に合

わない」「つまらない」というネガティブな視点で

はなく、今の仕事が自身のＣＤにどうしたら「プラ

スに働く」のか、そして「楽しめる」のかというポ

ジティブな視点である。目の前の仕事を楽しみ、能

動型人事を使いこなし、自己実現による成功体験を

糧に有意義な公務員人生を全うすることをこれから

の職員に対し強く望む。
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